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建設キャリアアップシステムに
ご登録いただき
ありがとうございます。
建設キャリアアップシステムにご登録いただいた事業者の方々に、建設
キャリアアップシステムを十分活用していただくために、本ガイドでは
事業者ポータルの活用方法などをご説明いたします。
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事業者情報登録完了の
お知らせについて
建設キャリアアップシステム登録完
了後に、事業者 ID、事業者名、管
理者 ID（登録責任者）、初期パスワー
ド、セキュリティコード、ログイン
URL を、登録されたメールアドレス
にメールを2通に分けてお送りして
います。
また、同封の圧着はがきにも、事業
者 ID、事業者名、管理者 ID（登録
責任者）、初期パスワード、セキュ
リティコード、ログインURL が記
載されています。これらの情報は、
建設キャリアアップシステムのご利
用に必要になりますので、必ず建設
キャリアアップシステムご担当者に
よる保管をお願いいたします。

1

第 1章　建設キャリアアップシステム 第 1 章　建設キャリアアップシステム

※圧着はがきはイメージです。
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●点線部を矢印方向に折り曲げてからゆっくりはがしてください。ご案内は内側にあります。
( 雨などによる水濡れ状態のときは、破れやすいため、注意して開けてください。)
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最初に行っていただきたいこと

事業者情報登録完了のお知らせが届きましたら、下記の 1から 3を行っ
てください。

2 第 1 章　建設キャリアアップシステム

3.	登録内容のご確認

登録内容の閲覧画面から、登録内容をご確認ください。登録申請
時の内容と異なる箇所がありましたら、建設キャリアアップシス
テムお問い合わせセンターへお問い合わせください。その際には、
変更申請をご案内する場合があります。
➡		登録内容の確認方法は、16〜 17ページをご覧ください。

1.	建設キャリアアップシステムにログイン

パソコンやタブレット、スマートフォンを使用し、建設キャリア
アップシステムのログイン画面から事業者ポータルにアクセスし
てください。
ログインに必要な事業者 IDと初期パスワード、セキュリティコー
ドは、同封の圧着はがきに記載されています。
➡		ログイン方法は、12〜 13ページをご覧ください。

※画面はイメージです。

2.	初期パスワードの変更

事業者ポータルにアクセス後、初期パスワードを必ず変更してく
ださい。自社で設定した新しいパスワードを忘れないようにご注
意ください。
➡		初期パスワードの変更方法は、13ページをご覧ください。

※画面はイメージです。
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システムが生み出す効果

建設キャリアアップシステムは、技能者、事業者の双方にメリットを生
み出す業界全体のプラットフォームです。事業者情報登録後は、所属技
能者全員の技能者情報登録もご対応をお願いいたします。

3

技能者のメリット

国土交通省においてシステムを活用した
技能者の処遇改善策について検討しています

●	技能や経験の簡易で客観的な蓄積
建設キャリアアップカードをカードリーダーにかざすだけで、	
どこの現場でも共通のルールで自動的に就業履歴が蓄積できます。

●	技能や経験の確認や証明の簡易化
取得した資格やこれまでの経歴を簡易に確認・証明できます。

●	建退共証紙の貼付状況の容易な確認
就業履歴を活用し、建退共証紙の貼付状況の確認が容易になり
ます。

事業者のメリット

現場管理の効率化
●	社会保険加入状況などの確認の効率化
●	書類作成の簡素化・効率化
●	建設業退職金共済制度関係事務の効率化

就業実績を
把握・確認

技能者就業履歴（イメージ）

現場 立場就業
履歴数

42履歴

15履歴

30履歴

2015履歴

○○ビル

□□再開発

△△マンション

合計

就業期間

2019.10.01
～2019.12.29
2020.01.06
～2020.01.25

2030.05.05
～2030.06.30

職種

○○

○○

□□

○○

□□

職長

作業内容

第 1 章　建設キャリアアップシステム

技能者を雇用する事業者の
施工能力の見える化を

進める枠組み

● 所属する技能者の人数・評価
● 表彰、工事実績、建機保有状況
● 安全性（無事故期間など）
● 社会保険などへの加入状況
● 人材確保・育成
●  地域貢献 

（災害復旧、地域活動への貢献など）
● 経営状況　など

〇〇建設
建設キャリアアップシステム

〇〇　〇〇建設キャリアアップシステム

〇〇　〇〇

建設キャリアアップシステム

〇〇　〇〇

建設キャリアアップシステム

〇〇　〇〇

レベル4

レベル3

レベル2

レベル1

建設キャリアアップシステム

建設　未来

建設キャリアアップシステム

建設　未来

建設キャリアアップシステム

建設　未来

建設キャリアアップシステム

建設　未来

技能者の能力評価を行う
枠組み

システムに蓄積される
● 保有資格
● 就業履歴 
などのデータを活用して評価

評価基準に合わせて
色分けされたカードを交付
運用開始から当面は登録基幹技
能者のみゴールドに色分け

※イラストはイメージです。
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所属技能者の技能者情報登録
申請についてのお願い
建設キャリアアップシステムでは、	
登録される技能者の正確な情報が確保
されることが、技能者の適正な評価
と処遇につながる第一歩となります。	
また、「技能者情報登録申請」では、	
技能者ご本人では把握、記入しづらい
申請項目がいくつか存在します。所属
技能者の申請にあたっては、右記の「所
属技能者へお伝えいただきたい申請項
目一覧」をご記入のうえで、その証明
書類（写し）と併せて、所属技能者へ
お渡しください。
用紙は、建設キャリアアップシステム
ホームページからダウンロードできま
す。事業者情報登録申請書の手引にも
掲載されています。

4

所属技能者へお伝えいた	だきたい申請項目一覧

第 1 章　建設キャリアアップシステム

事業者の方へ

一般財団法人建設業振興基金

　建設キャリアアップシステムでは、登録される技能者ご本人の正確

な情報が確保されることが、技能者ご本人の適正な評価と処遇につな

がる第一歩となります。また、「技能者情報登録申請」では、技能者

ご本人では把握、記入しづらい申請項目がいくつか存在します。

　つきましては、所属技能者の方の申請に際しては、技能者ご本人に

対して、裏面の「所属技能者へお伝えいただきたい申請項目一覧」を

ご記入のうえで、その証明書類（写し）と併せて、お渡しいただくこ

とをお願い申し上げます。

　また、技能者ご本人の申請の負担軽減のため、事業者様による代行

申請［技能者情報登録申請書 10/10 枚目　項目番号 15］をご検討

くださいますようお願い申し上げます。

※事業者情報、技能者情報の順での登録申請が手続き上、一部省略が

できます。事業者情報登録申請、事業者 ID 取得後の所属技能者情

報の登録申請をお願いいたします。

所属技能者の方の
「建設キャリアアップシステム技能者情報登録申請」

にあたってのお願い

職　種 技能者情報登録申請書 5/10枚目 項目番号 8

●経験等記入欄　所属事業者記入用

加入社会保険等情報 技能者情報登録申請書 4/10枚目 項目番号 6

技能者情報登録申請書 3/10枚目 項目番号 5

●健康保険 ……………………

●年金保険 ……………………

●雇用保険 ……………………

●建設業退職金共済制度 ……

●中小企業退職金共済制度 …

適用除外の場合の理由コード
種 類
保 険 者 番 号
保 険 者 名 称

適用除外の場合の理由コード
種 類
厚生年金事業所名
厚生年金事業所整理記号
厚生年金事業所番号

適用除外の場合の理由コード
雇用保険被保険者番号
被保険者種類・区分

被 共 済 者 番 号

被 共 済 者 番 号

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［ ］
［ ］
［ ］

［ ］

［ ］

所属事業者情報

●所在地

●メールアドレス

●建設業許可番号

●法人番号

●事業者ＩＤ

申請者氏名

就業履歴データ登録標準 API 連携認定システム
技能者情報登録申請書 8/10枚目 項目番号 13

●コード

●システム名

●技能者個人 ID

所属技能者へお伝えいただきたい
申請項目一覧

（　　　　　）※連携認定システムの ID
　を記入してください
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事業者による技能者情報登録の
代行申請のお願い
代行申請とは、技能者本人から同意を得た所属事業者が、技能者本人に
代わり、登録の手続きを行うことをいいます。また、所属事業者以外の
事業者（元請事業者、上位下請事業者など）が代行申請を行うことにつ
いて技能者本人から同意を得た場合、これらの事業者も技能者本人に代
わり、登録の申請手続きを行うことが可能です。なお、代行申請を行う
場合には、以下の点にご留意ください。
①	所属事業者および代行申請を行う事業者が代行申請を行う場合、事前
に建設キャリアップシステムへの事業者情報登録と、事業者 IDの取
得が必要になります。代行申請の前に事業者情報登録をお願いします。
②	代行申請を委託する技能者本人（所属事業者以外の場合は、所属事業
者含む）から代行申請同意書により、同意を得ていることが必要です。

1.	インターネット申請による代行申請の方法
技能者が所属する事業者による、インターネットを使用した代行申請の
手順をご説明します。
技能者が所属する事業者以外の事業者（元請事業者、上位下請事業者な
ど）が代行申請を行う場合など、詳しくは建設キャリアアップシステム
ホームページをご覧ください。

2.	郵送申請、窓口申請による代行申請の方法
技能者情報登録申請書に手書きで記入して代行申請を行
う場合は、「建設キャリアアップシステム技能者情報登録
申請書の手引」をご覧ください。

5 第 1 章　建設キャリアアップシステム

同意書取得
事業者ポータルのメニュー画面の「代行
申請」から「同意書様式取得」ボタンを
クリック。「技能者用」の「新規登録申請」
から「代行申請同意書」ボタンをクリッ
ク。

書類の印刷・記入
代行申請同意書の書類が表示されますので、印刷して所属技能者に記入しても
らってください。

書類データの準備
代行申請同意書や技能者情報登録に必要な各証明書をスキャンしてデータ（JPG
ファイル）化します。
※	技能者情報登録に必要な各証明書など、詳しくは建設キャリアアップシステ
ムホームページをご覧ください。

登録完了
技能者情報登録が完了後、事業者ポータルの通知に、技能者情報登録完了を通
知します。また、圧着はがきでも技能者情報登録完了をお知らせいたします。
技能者には、建設キャリアアップカードを送付いたします。

情報入力
事業者ポータルのメニュー画面の「代行
申請」から「技能者の新規代行」ボタン
をクリックして、技能者情報を入力。代
行申請同意書と各証明書のデータをシス
テム上にアップして、システムに送信し
ます。

※画面はイメージです。

※画面はイメージです。
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建設キャリアアップシステム
ホームページ

建設キャリアアップシステム
へのログイン方法

建設キャリアアップシステムに登録した事業者情報は、建設キャリア
アップシステムホームページにリンクされている建設キャリアアップシ
ステムにログインすることで閲覧できます。ホームページは、パソコン、
タブレット、スマートフォンに対応しています。

事業者ポータルへアクセスするには、建設
キャリアアップシステムのログイン画面か
ら事業者 ID と初期パスワードを入力しま
す。事業者 ID、初期パスワードは、同封の
圧着はがきに記載されています。また、登
録メールアドレスにメールでもお送りして
います。初期パスワードは、事業者ポータ
ルで変更することができます。

1 2

第 2章　事業者ポータル 第 2 章　事業者ポータル

建設キャリアアップシステム
のログイン画面

※画面はイメージです。

最初に初期パスワードでログイン後、自動的にパスワード変更画面に変
わります。その画面で、注意事項をご確認のうえ、初期パスワードを必
ず変更してください。新しいパスワードを
入力後に、「パスワード変更」ボタンをクリッ
クすると、セキュリティコード入力画面が
ポップアップされます。同封の圧着はがき
に記載されている、4桁のセキュリティコー
ドを入力して、「確認」ボタンをクリックす
ると、「パスワードの変更に成功しました。」
のメッセージが表示されます。2度目のロ
グイン時からは、変更したパスワードでロ
グインしてください。なお、ご自身で設定
した新しいパスワードを忘れないようにご
注意ください。

初期パスワードの変更方法

※画面はイメージです。

※画面はイメージです。
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事業者ポータルの掲載情報

建設キャリアアップシステムにログインすると、下記のような事業者
ポータル画面が表示されます。
事業者ポータル画面には、主な事業者情報とともに、事業者宛の通知や
所属技能者が就業している現場一覧などが掲載されます。

3

所属技能者が就業している現場一覧
所属技能者が就業している現場情報が確認できます。

元請事業者として登録している現場一覧
元請事業者として登録した現場情報を表示します。

事業者情報
登録した主な事業者情報を表示します。

事業者宛の通知
情報の登録や所属技能者の就業履歴などに関する通知
を表示します。

メニュー
情報の登録、登録した情報の閲覧などの各機能を操作するための	
メニューです。

第 2 章　事業者ポータル

事業者 ID

事業者名
※画面はイメージです。



16 17

登録内容の閲覧方法

ポータル画面のメニューから、「閲覧」→「自社情報」を選択すると、
下記のように、建設キャリアアップシステムに登録したすべての情報が
閲覧できる画面になります。登録内容を閲覧したい場合は、こちらの画
面で閲覧します。

4

登録内容の閲覧画面

第 2 章　事業者ポータル

※画面はイメージです。 ※画面はイメージです。
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登録した事業者および
所属技能者情報の取り扱い
登録した情報は、システムに登録した技能者や事業者に開示されます。

5 第 2 章　事業者ポータル

元請事業者 上位
下請事業者

自社が施工体制 に入っている現場 システムに登録した
その他事業者

技能者本人および所属事業
者により情報開示の制限が
できます。（双方が開示を設定
した範囲のみ開示できます。）

自社

共有 共有

開示

共有 共有

開示

自社

B社

技能者

A社

C社

事業者情報の開示について

登録された事業者情報は、下表の範囲でシステムに登録したすべての技
能者と事業者に開示されます。

開示の範囲 立場
すべての情報 自社、自社に所属する技能者、元請事業者、

上位下請事業者
以下を除いた情報
・登録責任者の氏名など
・社会保険の番号など

自社に所属しない技能者、その他事業者

6

自社に所属する技能者の情報は、施工体制の上位にある事業者（「元請
事業者」や「上位下請事業者」）に共有されます。また、システムに登
録した「その他事業者」には開示が制限されます。
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所属技能者情報の
開示・非開示設定方法
自社の所属技能者情報の「その他事業者」への開示・非開示の設定は、
事業者ポータル画面のメニューの「開示設定」→「所属技能者」から情
報項目ごとに行えます。なお、初期設定ではすべての情報項目が非開示
となっています。

7 第 2 章　事業者ポータル

事業者登録内容の変更

代表者名や所在地、資本金、営んでいる業種など、登録内容の変更があっ
た場合は、事業者ポータルから登録内容の変更ができます。内容の部分
的な削除も可能です。

8

下記の場合、必ず登録内容を変更してください。

●		事業者情報の変更	
（商号または名称・代表者名・所在地・資本金など）
●	建設に関わる業種についての変更
●	登録責任者の変更
●	加入している社会保険などの変更
●	その他各種情報の追加（CI-NET・電子証明書・所属団体など）

※画面はイメージです。
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利用料金

建設キャリアアップシステム
の技能者の登録料、事業者の
登録料・利用料は右記のとお
りです。

1

第 3章　料金・更新・退会 第 3 章　料金・更新・退会

料金の種類 設定方法 支払 対象

事業者登録料 ①事業者登録料 資本金 ５年ごと 全事業者（個人事業主を含む）※

システム
利用料

②管理者ＩＤ
利用料 管理者ＩＤの利用数 毎年 全事業者（個人事業主を含む）

③現場利用料 技能者の就業履歴回数 毎年 元請として現場を登録する事業者

事業者の登録料・利用料

資本金 新規・更新
500万円未満 3,000円

500万円以上1,000万円未満 6,000円
1,000万円以上2,000万円未満 12,000円
2,000万円以上5,000万円未満 24,000円

5,000万円以上1億円未満 30,000円
1億円以上3億円未満 60,000円
3億円以上10億円未満 120,000円
10億円以上50億円未満 240,000円
50億円以上100億円未満 300,000円
100億円以上500億円未満 600,000円

500億円以上 1,200,000円

【料金】

①事業者登録料（５年ごと）
ＩＤ数 料 金

1 IDあたり 2,400円

②管理者ＩＤ利用料（毎年）

※現場に入場する人日単位で課金

就業履歴回数 料 金

１回 ３円

③現場利用料（毎年）

管理者ＩＤの取得により、事業者情報の
管理、現場・契約情報の登録、情報の閲覧、
帳票出力が可能。

※１か月あたり200円。
※ 2020年3月まで、登録責任者の１ID無料。

※事業者登録料については、一人親方は無料。

技能者の登録料

【料金】
●インターネット申請 2,500円

●郵送・窓口申請 3,500円
（1年あたり、250円または350円）

※60歳以上の技能者の特例措置
①登録料は 2,000円（500円割引）
（2023年3月までにインターネット申請

した60歳以上の方）

②カードの有効期間を15年とする。
（登録・更新時の年齢が60歳以上の方）

カードの有効期間 10年
（本人確認書類が未提出の場合は3年）

※有効期間内にカードの紛失、破損等が
あった場合は、実費相当︓約1,000円

（発送費を含む）で、再発行の予定。

※一人親方は無料。
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建設キャリアアップシステム	
事業者登録の更新

建設キャリアアップシステム
退会方法

建設キャリアアップシステムの有効期間は 5年です。事業者ポータルの
事業者宛の通知欄に、更新手続きについてのご案内をする予定です。更
新時期がきましたら、ご案内の内容をご確認のうえ、更新手続きをお願
いいたします（準備ができしだい、ホームページなどでお知らせいたし
ます）。

事業者ポータルの通知

建設キャリアアップシステムの有効期間は5年です。有効期間内の退会、
または更新のタイミングで退会される場合、事業者ポータルから退会の
手続きが行えます（準備ができしだい、ホームページなどでお知らせい
たします）。

2 3 第 3 章　料金・更新・退会

※画面はイメージです。

申請番号確認
登録内容の削除が行われると、「申
請番号確認」画面が表示されます
ので、申請番号をお控えください。

※画面はイメージです。

削除申請
登録内容の下にある「削除申請」
ボタンをクリック。

※画面はイメージです。

事業者退会
事業者ポータルのメニュー画面の
「事業者退会」ボタンをクリック。

※画面はイメージです。


